
１．確定申告書は、欠損のため納付すべき法人税割額がないときであっても提出しなければなりません。

２．法人税割額の税率は、１００分の１２．３（12.3％）です。

３．均等割額は、次のとおりです。

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分 税　　　　額　（年額）

資本等の金額が５０億円を超える法人（保険業法に規定する相互会社以外の
法人で資本の金額又は出資金額を有しないもの及び地方税法第３１２条第３
項第３号に掲げる公共法人等を除く。以下最下段を除き同じ。）で市町村内の
事務所等の従業者数が５０人を超えるもの

３００万円

資本等の金額が１０億円を超え５０億円以下である法人で市町村内の事務所
等の従業者数が５０人を超えるもの １７５万円

資本等の金額が１０億円を超える法人で市町村内の事務所等の従業者数が
５０人以下であるもの ４１万円

資本等の金額が１億円を超え１０億円以下である法人で市町村内の事務所等
の従業者数が５０人を超えるもの ４０万円

資本等の金額が１億円を超え１０億円以下である法人で市町村内の事務所等
の従業者数が５０人以下であるもの １６万円

資本等の金額が１,０００万円を超え１億円以下である法人で市町村内の事務
所等の従業者数が５０人を超えるもの １５万円

資本等の金額が１,０００万円を超え１億円以下である法人で市町村内の事務
所等の従業者数が５０人以下であるもの １３万円

資本等の金額が１,０００万円以下である法人で市町村内の事務所等の従業者
数が５０人を超えるもの １２万円

上記以外の法人等 ５万円

４．課税標準額に１,０００円未満の端数があるときは、その端数金額を、また課税標準額が１,０００円未満のとき
　　は、その全額を切り捨てます。
　　納付すべき税額に１００円未満の端数があるときは、その端数金額を、またその税額が１００円未満のときは、
　　その全額を切り捨てます。

５．期限内に納付されないときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセント
　　（納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年７．３パーセント（当該期間のうち平成１６年
　　１月１日以後の期間については、前年の１１月３０日を経過する時における公定歩合に年４パーセントの割合
　　を加算した割合が、年７．３パーセントの割合に満たない場合は、当該公定歩合に年４パーセントの割合を
　　加算した割合））の割合で計算した延滞金を併せて納付しなければなりません。この場合における年当たりの
　　割合は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合です。

６．申告書の控えに受付印の押印が必要な場合には、返信用封筒を同封下さるようお願いいたします。

７．その他、不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒９６９－３１２３
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島県耶麻郡猪苗代町字城南１００番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　猪苗代町役場税務課賦課業務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　０２４２－６２－２１１３（税務課直通）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX　０２４２－６２－２１２３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　猪苗代町役場税務課賦課業務

記


